
３．2025年以降の新たな地域医療構想
について

• 第119回社会保障審議会医療部会（厚生労働省 R7.10.3開催）、第13回 新たな地域医療構想等に関する検討会（厚生労働省 R6.12.3開催）、第5回 地域医療
構想及び医療計画等に関する検討会（厚生労働省 R7.10.15開催）、第8回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（厚生労働省 R7.12.12開催） 、第9
回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（厚生労働省 R8.1.16開催）および、第10回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（厚生労働省
R8.1.28開催）の資料より抜粋し、ご説明します。

• また、R6.12.18に「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」が発表されています。
• 資料の全体版については厚生労働省HPにてご確認いただけます。（黄色マーカーは県で着色）

第119回 社会保障審議会：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64271.html
第13回 新たな地域医療構想等に関する検討会：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46402.html
第5回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64631.html
第8回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67046.html
第9回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68718.html
第10回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69356.html
新たな地域医療構想に関するとりまとめ：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html
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令和７年10月15日 第５回地域医療構想及
び医療計画等に関する検討会資料１
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令和8年1月16日 第9回地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会資料１



2025年以降の新たな地域医療構想に関する国の取組について

Page:23



県の新たな地域医療構想策定の進め方（案）

①（仮称）地域医療構想検討委員会の設置
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【方向性】

関係団体等の代表者等を委員とする（仮称）地域医療構想検討
委員会（以下、「検討委員会」とする。）を設置。

各団体等の意見については、代表者が意見を集約した上で検
討委員会においてその内容を反映する。

検討委員会を３回程度開催し、その議論を踏まえて新たな地域
医療構想の素案を作成。

素案について地域医療構想調整会議で議論した上で、医療審
議会に諮問し、策定する。

令和8年 令和9年

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４月～

検討委員会の開催（３回）
●調整会議

●医療審議会

●調整会議

●医療審議会

取組
開始

2040年に向けた「新たな地域医療構想」の策定にかかる検討委員会を設置し、令和8年度に検討を進める。

【課題】

各圏域の地域医療構想調整会議（以下、「調整会議」という。）で
検討を行う場合、会議の開催回数が膨大となり県の人員体制で
の対応が困難。

圏域毎に意見が異なることが予想され、調整及びとりまとめが困
難。

②新たな地域医療構想策定スケジュール（案）

【国の指針】

改正医療法において、新たな地域医療構想の取組は令和９年（
2027年）４月１日施行とされている。

ただし、令和10年(2028年)度中までは新構想の取組を猶予する
旨の経過措置が設けられている。

※構想区域の検討状況により、令和9年度にずれ込む可能性がある。

③構想区域の再編検討

【課題】

患者の圏域を跨いだ流出入など、現状の構想区域が実態に即
していない可能性がある。

【方向性】

レセプトデータ等の分析を行い、検討委員会において再編の必
要性について検討を行う。

※見直しを前提とするものではない。



2025年以降の新たな地域医療構想に関する国の取組について

Page:25

令和8年1月28日 第10回地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会資料１



４．かかりつけ医機能報告制度について
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会議体の設置・運営（協議の場の開催に向けた体制整備）

協議の場の圏域について（ガイドラインより）
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かかりつけ医機能に関する「協議の場」の圏域は、実施主体である都道府県が市町村と調整して決定し、
その際、協議するテーマに応じて、時間外診療、在宅医療、介護等との連携等は市町村単位等で協議を行
い、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議を行い、全体を都道府県単位で統合・調整するなど、「協議の
場」を重層的に設定することを考慮すること。

協議の場の参加者については、協議するテーマに応じて、都道府県、保健所、市町村、医療関係者、介護
関係者、保険者、住民・患者（障害者団体・関係団体を含む）等を参加者として、都道府県が市町村と調整し
て決定すること。

○かかりつけ医機能に関する協議の場について

○協議の場の参加者について



会議体の設置・運営（協議の場の開催に向けた体制整備）

かかりつけ医機能の項目と圏域参加者の整理（調整中）
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項目
圏域

協議への参加者

医療関係者
（病院） 医療関係者

（地区医師会）

介護関係者
（施設、ケアマネ、
訪問看護を想定）

県
（保健所）

市町村 保険者
住民・
患者代表二次

医療圏
市町村
（※１）

急性期 かかりつけ

＜１号機能＞

日常的な診療を総合的
かつ継続的に行う機能

○ × △ ○ × ○ ○ △（※２） △（※２）

＜２号機能（イ）＞

通常の診療時間外の
診療

○ × △ ○ △ ○ ○ △（※２） △（※２）

＜２号機能（ロ）＞
入退院時の支援

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △（※２） △（※２）

＜２号機能（ハ）＞
在宅医療の提供

○ × △ ○ ○ ○ ○ △（※２） △（※２）

＜２号機能（ニ）＞

介護サービス等と連携
した医療提供

○ × △ ○ ○ ○ ○ △（※２） △（※２）

①

②

③

④

⑤

○：必須参加 △：参加が望ましい ×：参加不要

※１ 協議を市町村単位で行うことは非効率であるため、地区医師会単位ベースで実施することを調整中

※２ 国ガイドラインにおいて、保険者、住民・患者代表の参加も調整することとされているものの、参加いただく際のテーマも含めて今後検討していく

協議の実施については、二次医療圏ごと（５回実施） 、奈良県北部・南部（２回実施）等の合同開催を原則とし、グループワーク形式で圏域ごとの
協議を行う予定


